
第１２３回城山地区まちづくり会議全体会結果 

 
 
 
 
 
 
 
１ 開  会 中島所長 

 

２ 自己紹介 

  第９期城山地区まちづくり会議の初回の会議であることから、各委員及び事務

局の自己紹介が行われた。 

 

３ 報告事項 

  令和 7 年度地域活性化事業交付金事業の評価及び活動報告について 

   事務局より令和 7 年度地域活性化事業交付金事業の評価結果及び活動報告に

ついての報告がされた。 

 

４ 議  題 

（１）役員の選出について 

  城山地区まちづくり会議会則（以下、「会則」という。）第６条及び第８条第１

項の規定に基づき、次のとおり選出した。 

役職 氏名（敬称略） 
代表 林 和博（城山地区自治会連合会） 

副代表 髙野 朝枝（城山公民館運営協議会） 
副代表 小島 盛生（城山地区社会福祉協議会） 

 

（２）令和 8 年度地域活性化事業交付金申請事業について 

   最初に、事務局から令和 8 年度相模原市地域活性化事業交付金制度の概要等

について説明を受けた。 

   続いて、申請事業ごとに申請者から事業概要の説明を受け、質疑応答の後、

当該事業に対するまちづくり会議としての意見を取りまとめた。 

  

  事業№1 事業名：デジタル（LINE）回覧板推進事業 

       団体名：自治会法人若葉台自治会 デジタル（LINE）回覧板推進 

           委員会 

日 時：令和 8 年 4 月 30 日（木） 
午後 7 時～午後 9 時 40 分 

会 場：城山総合事務所本館 2 階Ｂ会議室 
出席者：22 名（欠席 2 名） 
傍聴者：2 名 



 （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
≪主な意見・質問、回答≫  

〇若葉台自治会のエリアの世帯数と自治会加入世帯数を教えていただきたい。 

●900 世帯ほどであり、そのうち自治会加入世帯は 786 世帯である。他の地区

に比べ自治会加入率は高い。 

○若葉台自治会で公式ＬＩＮＥアカウントを作り、そこに登録して電子で回

覧を受け取るということだが、登録は世帯で 1 人なのか、世帯員それぞれ

が登録する想定なのか。 

●世帯で代表して 1 人に登録してもらい、家族で共有してもらうイメージで

ある。 

○1 人 1 台スマホを持つ時代であるので、家族で代表して 1 人が登録し、皆で

共有というよりは、登録したい人がいれば同一世帯で複数人登録可とした

方が良いのではないか。その場合は料金プランを 1 ランクアップする必要

が出てくるのか。 

●同一世帯で複数人登録可とするかは検討したいが、その場合においても料

金プランをランクアップする必要はないと考えている。 

○必要な情報を自分で取りにいくことが求められる時代だと思うので、今回

の自治会回覧のデジタル化のように、必要な情報を取りにいける体制作り

は大事だと思う。 

○1 年目は説明、周知、試行をすることになろうかと思うが、2 年目から完全

デジタル化を考えているのか。 

●2 年目からの完全デジタル化は難しいと考えている。現在、月に 3 回やって

いる紙の回覧を減らしていく予定で、デジタル回覧の普及数を見て本格的

なデジタル化の時期を決めていきたい。 

○ぜひ若葉台自治会が城山地区の先陣を切っていただいて、他の自治会にも

波及させてほしい。 

○高齢の方が情報をスマホで見ようとすると、かなり拡大をして見ることに

なる。そうなると見づらくなり、とても辛いと思うので、紙と並行してほ

しい。 

●しばらく紙と並行していきたい。 

 

≪まちづくり会議としての意見≫ 

   ・城山地区の先駆的な取組みとして進めていただき、他の自治会の回覧デジ

タル化のため情報提供をお願いします。 

・本事業を実施するにあたり、人力や経費が継続的に必要となるため、その 

部分をアウトソーシングすることも検討してください。 

・導入の際には利用者へのサポートを手厚くしていただき、取り残される方 

が出ないようにしてください。 



事業№2 事業名：SHIROYAMA NATURE PROJECT 

団体名：SHIROYAMA NATURE PROJECT 
（〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 

≪主な意見・質問、回答≫  

○事業を行っている施設の庭について、狭いのではないかと感じる。新たに

別の場所を借りる予定はないのか。 

●特に予定はない。庭も 1 つの活動拠点であるが、川尻地域に豊かな自然が 

 あるので、外に出て活動を広げていきたい。 

○貴重な環境資源に関しては、秘匿にする配慮もしてほしい。知られると人

が集まり荒らされてしまう危険性がある。 

○ワークショップをする際は、講師の選定をしっかりやる必要がある。自然

環境保護の観点を持っている人に依頼してほしい。 

○福島県の方にリフレッシュの場を提供するという思いは絶やさず、継続し

てほしい。 

●パンフレットを福島県で配布したり、福島の方が見るインターネットサイ

トに情報を掲載したりしている。 

○国内、国外の利用者はどのような地域から来ているか。 

●国内は東京都、埼玉県、千葉県等の関東近郊の方が多い。国外は欧米諸国

の方が多く、フランス、ベルギー、アメリカ等である。 

○世界一の登山客数を誇る高尾山が近いので、そこにパンフレットを配架し

て集客を図るなど、城山の魅力をさらに発信していってほしい。 

○パンフレットに掲載されている飲食店が少ないので、掲載数を増やすなど

工夫をお願いしたい。また、自主財源の確保が必要だと思うので、掲載し

た飲食店から広告料として協賛金をいただくなどの方策も良いと思う。 

●ワークショップの参加費を上げて収入を増やすことは考えている。その他

については検討していきたい。 

   

≪まちづくり会議としての意見≫ 

・ＳＮＳ等を活用して、これまで以上に城山地区の魅力を外部へ発信してく 

ださい。 

・近隣のアウトドア宿泊施設と連携して事業を実施してください。 

・自然環境保護の観点を持って活動し、ワークショップ講師の選定に留意し 

てください。 

・4 年目以降も事業が継続できるように自主財源の確保ができる事業計画に 

してください。 

 

  事業№3 事業名：しろやま土曜寺子屋活動 

       団体名：しろやま土曜寺子屋実行委員会 



                  （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
≪主な意見・質問、回答≫ 

○4 年目以降について、交付金の交付がなくなった場合、自主財源をどのよう

に確保していくのか伺いたい。 
●今のところ財源確保の目処は立っていない。利用者から利用料を取ること

は想定していない。 
○予算の中で報償費のウエイトが大きいので、報償費のあり方を考える必要

があると思う。図書券（報償費）をもらえなければやりたくないというボ

ランティアの方はいないと思うので、ボランティアの皆さんで話し合うの

も一つの手だと思う。 
○学習支援をしている団体は他にもいろいろあると思うので、そういった団

体はどこからお金が出て活動をしているのか、参考にした方がいいと思う。 
 

≪まちづくり会議としての意見≫ 

   ・4 年目以降も事業が継続できるよう、財源の確保を意識して活動を進めて

ください。 

 

事業№4 事業名：みんなの津久井湖夏祭り 

      団体名：みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 

 （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
≪主な意見・質問、回答≫ 

○安全面を第一に考えて実施してほしい。 

○神奈川の水源である津久井湖をアピールしてほしい。 

○単発のイベントとしてだけではなく、長い期間で見た祭りとしての広がり

を考えてもらえるともっと良いイベントになると思う。 

●今年度から祭りのグッズ販売を行う予定で、祭りが始まる前、終わった後

も楽しむことができ、ファンを増やすという意味でも、祭りの広がりに繋

がると思う。 

〇津久井湖城山公園の「水の苑地」で実施するイベントだが、津久井地区に

ある「花の苑地」とも連携してより良いイベントにしてほしい。 

   

≪まちづくり会議としての意見≫ 

・安全面には十分配慮して実施してください。 

   ・神奈川の水源である津久井湖のＰＲに取り組んでください。 

   ・単発のイベントではなく、長い期間祭りに関わることができるコンテンツ 

    を検討し、祭りの広がりを考えてください。 

 

 



（３）城山地区小・中学校の学習環境のあり方検討協議会の委員について 

  まちづくり会議委員の退任に伴い、まちづくり会議代表から推薦のあった委員

の本協議会委員への推薦について、審議を行った。 

 

≪結 果≫ 

推薦委員を検討した結果、次のとおりとなった。 

 分野 推薦委員 

1 地域関係 林 和博 

2 地域関係 中野 秀人 

3 地域関係 中里 右幸 

4 地域関係 渡辺 政茂 

5 地域関係 渋谷 隆 

6 保健・福祉関係 小島 盛生 

7 保健・福祉関係 宗田 眞理子 

8 教育関係 髙野 朝枝 

 

（４）交流会の開催について 

金子委員より資料５に基づき説明があり、これまで城山地区まちづくり会議

の「子どもたちの主体性を育む地域づくり部会」で実施してきた事業に、法政

大学ソーシャル・イノベーションセンターの学生団体「しろやまふれんず」「若

葉台プロジェクト」、相模原城山高校生徒会の学生・生徒が運営側として参画し

てもらっていたが、今後も引き続きまちづくり会議の活動に担い手として参画

してもらうために、交流会を実施することにした。 

日程は 5 月 16 日（土）13：30 から開始であり、モルックで交流を深めた後、

グループに分かれて懇談をすることとなった。 

 
（５）今後の全体会の進め方について 

林代表より資料６に基づき説明があり、これから城山地区で検討を進めてい

く「地域の居場所づくり」について、居場所検討グループ、事業検討グループ

を設置してそれぞれのグループで議論を重ねていくこととなった。 
 
５ 閉  会 髙野副代表 
 
 

以 上   



番号 分野 団体名 役職等 委員氏名 出欠

1 城山地区自治会連合会（会長） 代表 林
ハヤシ

　和博
カズヒロ

出席

2 城山地区自治会連合会（副会長） 中野
ナカノ

　秀人
ヒデト

出席

3 城山地区自治会連合会（副会長） 神藤
カンドウ

　元
ハジメ

出席

4 城山地区自治会連合会（川尻小学校区） 井上
イノウエ

　敏幸
トシユキ

出席

5 城山地区自治会連合会（湘南小学校区） 中里
ナカザト

　右幸
ミギユキ

出席

6 城山地区自治会連合会（広陵小学校区） 渡辺
ワタナベ

　政茂
マサシゲ

出席

7 城山地区自治会連合会（広田小学校区） 渋谷
シブヤ

　隆
タカシ

出席

8 城山地区社会福祉協議会 副代表 小島
コジマ

　盛
モリ

生
オ

出席

9 城山地区民生委員児童委員協議会 大塚
オオツカ

　洋保
ヒロヤス

欠席

10 城山地区シニアクラブ連合会 阿部
アベ

　晃三
コウゾウ

出席

11 相模原市赤十字奉仕団城山分団 宗
ソウ

田
ダ

　眞
マ

理
リ

子
コ

出席

12 城山地域包括支援センター 林
ハヤシ

　多
タ

加
カ

史
シ

出席

13 城山商工会 宇佐美
ウサミ

　徹
トオル

出席

14 城山観光協会 櫻井
サクライ

　かおる 欠席

15 安全・安心まちづくり推進協議会城山支部 杉本　直宏
スギモト　ナオヒロ

出席

16 相模原市消防団北方面隊 野口
ノグチ

　敏徳
トシノリ

出席

17 城山公民館運営協議会 副代表 髙野
タカノ

　朝枝
アサエ

出席

18 PTA連絡協議会城山ブロック協議会

19 城山体育振興協議会 樋口　保
ヒグチ　タモツ

出席

20 城山地区小中学校長情報連絡会 石
イシ

長
ナガ

　出
イズル

出席

21 神奈川県立相模原城山高等学校 樋口
ヒグチ

　一孝
カズタカ

出席

22
法政大学　ソーシャル・イノベーション
センター 本野

モトノ

　直子
ナオコ

出席

23 金子
カネコ

　直美
ナオミ

出席

24 片倉
カタクラ

　理恵
リエ

出席

25 菊地
キクチ

　庸太
ヨウタ

出席

出席者数 22人

欠席者数 2人

    有識者

第１２３回城山地区まちづくり会議出欠席者名簿

任期：令和8年4月27日～令和10年4月26日

地域関係

保健・福祉関係

産業・経済関係

防犯・防災関係

教育関係



第１２３回城山地区まちづくり会議 全体会次第 

 

日 時 令和８年４月３０日（木） 

午後７時から       

会 場 城山総合事務所本館 

２階Ｂ会議室  

 

１ 開  会 

 

２ 自己紹介 

 

３ 報告事項 

  令和７年度地域活性化事業交付金事業の評価及び活動報告について   
 

ア 地域活性化事業交付金 事業採点結果 ・・・・・・・・・・・・・ 資料１－１ 
 

イ 地域活性化事業交付金 活動報告 ・・・・・・・・・・・・・ 資料１－２～５ 

 
４ 議  題 

 

 （１）役員の選出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料２ 

 

 （２）令和８年度地域活性化事業交付金申請事業について 

              

  ア 地域活性化事業交付金制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 資料３－１ 

 

  イ 地域活性化事業交付金交付要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料３－２ 

     

  ウ 地域活性化事業交付金申請事業に対する意見のとりまとめ方 

                             ・・・ 資料３－３・４ 

 

  エ 地域活性化事業交付金申請事業について ・・・・・・・・・・ 資料３－５～９  

 

 （３）城山地区小・中学校の学習環境のあり方検討協議会の委員について ・・・ 資料４ 

 

 （４）交流会の開催について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５ 

 

 （５）今後の全体会の進め方について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料６ 

 

 

                                      裏面に続く 



 

 

５ 閉  会 

 
 
 
 
 

 

＜次回の予定＞ 

第１２４回全体会 ５月２８日（木）午後 7 時 
城山総合事務所 

本館２階Ｂ会議室 

 



令和７年度城山地区地域活性化事業交付金　事業採点結果一覧表

地区名 城山地区

NO 事業名 団体名
継続
年数

公共性
(配点12点)

妥当性
(配点12点)

継続性
・自立性
(配点12点)

波及性
・発展性
(配点12点)

目標設定
(配点12点)

地域性
・独自性
(配点12点)

合計
(配点72

点)

評価
※１

総括コメント

1
SHIROYAMA
NATURE
PROJECT

SHIROYAMA
NATURE
PROJECT

1 7 7 7 7 7 8 43 B評価

地区内にある「GAYAGAYA」という宿泊施設でワークショップを行
うこと、また、観光スポットを紹介するパンフレットを作成、配布する
ことで、宿泊者が地区内のスポットを訪れるなど、地域をアピール
するという目的について、一定の成果が得られたものと考える。次
年度は、城山観光協会や地域との連携を強化し、目標を達成でき
るよう、さらに取組を進めていただきたいと思っている。

2
しろやま土曜寺
子屋活動

しろやま土曜寺
子屋実行委員
会

2 9 8 6 8 8 8 47 B評価

全般を通して、「楽しく学習することができている」、「毎週楽しみに
している」という子どもたちの声もあること、また、参観に来る保護
者がいることやボランティアも定着してきていることなど、寺子屋と
いう存在が地域に広まってきたと感じられることから、一定の成果
があったものと思われる。次年度も引き続き、事業目標の達成に
向けた取組をさらに進めていただくとともに、３年目となることか
ら、今後の事業継続も視野に入れ、事業資金調達の方法を検討
いただくなど、今後の取組に期待したい。

3
あつまれ～ しろ
やまっこ！

城山地区まちづ
くり会議
子どもたちの主
体性を育む地域
づくり部会

2 9 8 6 9 7 11 50 B評価

申込不要というスタイルを取ったことで、モルックというスポーツを
通じて、未就園児から高齢者までという幅広い世代との交流が行
われていた。また、高校生や大学生が準備から参加しており、大
人よりも年の近い世代と交流することにより、参加した子どもたち
は、各チームごとに役割分担し、積極的に行動するなど、一定の
成果があったと思われる。次年度は、３年目ということから、連携・
共催という形を取りながら、新たな団体へ運営を移行し、事業を継
続していけるよう、引き続き取組を進めていただきたい。

4
みんなの津久井
湖夏祭り

みんなの津久井
湖夏祭り実行委
員会

3 11 9 11 12 10 10 63 B評価

祭自体4回目ということもあり、着実に事業運営ができているもの
と考える。自己資金についても協賛金を集める、クラウドファンディ
ングを行うなど、自走するための足がかりも作られており、「城山
地区の祭」として定着しつつあると感じる。今後も、地域コニュニ
ティー強化の一助として、若い世代の担い手が増え、充実していく
ことに期待するとともに、城山地区の観光振興及び知名度向上に
つなげていただきたいと思う。

【評価方法】

A評価 65点～72点

B評価 29点～64点

C評価（交付終了） 0点～28点

資
料

１
－

１



令和７年度 地域活性化事業交付金 活動報告 
 

事業名：SHIROYAMA NATURE PROJECT 
         団体名：SHIROYAMA NATURE PROJECT 

    

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加人員 

実施事業の

実績 

6/1 園芸品種と雑草を見分ける除草作業 
9 

（講師含） 

6/15 アイデアを出し合いながら庭の設計 
10 

（講師含） 

6/28 皆で考えたデザインを元に苗の植え付け 
9 

（講師含） 

10/4 皆で考えたデザインを元に苗の植え付け 
7 

（講師含） 

11/8 ハンギングバスケット作り 
11 

（講師含） 

12/6 庭の中から材料を探してリース作り 
16 

（講師含） 

通年 城山の観光パンフレット配布  

事業実施に

より得られ

た効果 

①城山観光地を掲載したパンフレットを作成し、配布しました。城山観光協会、『みんなの

津久井湖夏まつり』、城山の飲食店等で配布・設置。GAYAGAYA でご覧になったお客様が

掲載されている飲食店にも行き、大満足の声を頂いた。 
②SHIROYAMA NATURE PROJECT の全 6 回のワークショップを通し、城山の自然をふ 
んだんに楽しんで頂けた。相模原だけではなく、都内、八王子、厚木からも参加あり。 

実施事業に

対する自己

評価 

①パンフレットを作成するにあたり、城山の飲食店に実際に行き、食べさせて頂き、店主

の方々に取材をさせて頂く中で、心から自信を持ってご紹介できるようになった。大満足

の観光パンフレットができた。 
②ワークショップを通し、参加者同士の横の繋がりができ、コミュニティができつつある。 
居場所のような存在になりつつある事に手応えを感じている。 

次年度以降

の展望等 

①城山観光協会の電動レンタサイクルプロジェクトとコラボさせて頂き、観光パンフレッ

トに追記できたら、またひとつ城山の魅力を楽しめるスポットになれるのではないかと思

う。 
②SHIROYAMA NATURE PROJECT を継続し、さらに参加者同士の交流が深められたら 
と思う。地域の方々にも参加して頂けるような広報活動にも力を入れていきたい。 

資料１－２ 



会場整備 

（３本の木を伐採） 

園芸品種と雑草を

見分ける除草作業 

『みんなの津久井湖

夏祭り』に出展し、完

成したパンフレット

を配布 

皆で庭の設計。 

そしてデザインに

沿った苗植え 

ガーデンの収穫物も

使ったリース作り 

ハンギングバスケット

作り 

家 主 の 加 賀 谷 様

の 大 切 な 畑 と も

共 存 す る ガ ー デ

ン作り 

HIHI 

 



令和７年度 地域活性化事業交付金 活動報告 
 

                     事業名：しろやま土曜寺子屋活動    
団体名：しろやま土曜寺子屋実行委員会 

 

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加人員 

実施事業の

実績 
 

６月７日 

子どもたちが用意してきた参考書、問題集等を使って自分から学

習を進める。ボランティアは子どもにそれぞれ寄り添って、わか

らないところを教えたりして、一緒に学習を進める。 

２０人 
（１４名） 

６月１４日 

子どもたちが用意してきた参考書、問題集等を使って自分から学

習を進める。ボランティアは子どもにそれぞれ寄り添って、わか

らないところを教えたりして、一緒に学習を進める。 

１６人 
（１０名） 

６月２１日 

子どもたちが用意してきた参考書、問題集等を使って自分から学

習を進める。ボランティアは子どもにそれぞれ寄り添って、わか

らないところを教えたりして、一緒に学習を進める。 

１６人 
（１０名） 

６月２８日 

子どもたちが用意してきた参考書、問題集等を使って自分から学

習を進める。ボランティアは子どもにそれぞれ寄り添って、わか

らないところを教えたりして、一緒に学習を進める。 

１６人 
（１１名） 

～ 
※活動を６月からスタートし、６月以降も毎週土曜に実施し、３

月末まで一年を通して実施。 
（ ）は 
子ども 

３月２１日 
寺子屋活動の終了後、ボランティアの話し合いを持つ。本年度の

活動の振り返りと次年度に向けての意見交換。 
 

事業実施に

より得られ

た効果 

① 本年度の最終日に一年間を振り返っての感想を聞いたところ「楽しく学習することが出来

た。」と話す子どもが多く、活動の目的である楽しく学習する場と機会を提供することが

十分に達成できた。 
② 「分からなかったことがわかるようになった。」と言う感想も多く聞かれた。１年を通し

て確実に子ども自身が成長していること、学習に対しても自信が少しずつ持てるようにな

ったことがあげられる。 
③ 保護者の方々が寺子屋活動の様子を参観されたりする機会が以前より増えてきており、関

心の高さを感じる。 

実施事業に

対する自己

評価 

① 「毎週の寺子屋を楽しみにしている」と言う子どもたちの声があり、そこで楽しく学んで

いる様子から、活動の進め方はおおむね満足できるものである。  
② 子どもたちから学校での学習やテストの結果などについて進んで話してくれることがあ

り、学習に対する自信がでてきたり、がんばったりしていることが伺えるようになってい

る。学校教育への貢献がささやかではあるが、できていると思われる。  

次年度以降

の展望等 

① 昨年同様に年度初めに城山地区の小学校へ依頼し、保護者とその子どもたちへ寺子屋活動

の案内を配付させていただいてスタートしたが、次年度も年度初めに同様に案内を配付さ

せていただいて、活動の周知を更に図りたい。 
② 併せて地域内に寺子屋紹介のポスターを自治会や各事業所などへ掲出をお願いしたが、次

年度も同様にお願いし、周知を更に図りたい。 

資料１－３ 



 
自分のペー

スで、自分

のやりたい

勉強に取り

組みました 

今年度の最終日に、 

「進んで学んだで賞」の賞

状を一人ひとりに渡しまし

た。 

学校や学年が

違っても、仲

良く交流がで

きました。 

高校生や大学生、地域の

方々のボランティアに支

えられ、温かく見守られ

て学習ができました。 



令和７年度 地域活性化事業交付金 活動報告 
 

事業名：あつまれ～ しろやまっこ！                   
         団体名：城山地区まちづくり会議子どもたちの主体性を育む地域づくり部会 

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加人員 

実施事業の

実績 
 

4 月 17 日 
臨時部会 「あつまれ～ しろやまっこ！」の事業の検討 
     モルック体験会に向けた内容確認 10 

5 月 17 日 モルック体験会実施 49 

5 月 29 日 全体会議後の部会 モルック体験会の振り返り 10 

6 月 25 日 臨時部会 モルック大会に向けた内容検討、広報の仕方について 9 

7 月 31 日 全体会議後の部会 広報の仕方、チラシの内容等の検討 12 

8 月 28 日 臨時部会 備品・消耗品の確認等について 7 

9 月 25 日 
全体会議後の部会 役割分担について 

城山もみじまつりの対応について ９ 

10 月 12 日 城山もみじまつり モルック体験  

10 月 30 日 臨時部会 最終確認 12 

11 月 15 日 「あつまれ～しろやまっこ！」『モルック大会』実施 74 

11 月 27 日 全体会議後の部会 モルック大会の振り返り、次年度の展望 11 

1 月 29 日 全体会議後の部会 次年度の取り組みの検討  

3 月 19 日 全体会議後の部会 次年度の取り組みの検討  

事業実施に

より得られ

た効果 

・昨年度の子どもたちの要望を受けて今年度もモルックを実施することにしたが、今年度は

事前申し込みなしの当日参加で、対象も「どなたでも」として２回実施した。それにより、

年少の子どもから 80 代まで幅広い世代が参加して、モルックを楽しみながら自然に交流でき

たのがとてもよかった。 
・２回目の事業の実施にあたり、地元の川尻小学校の「川尻小６年無限プロジェクト」にチ

ラシの図案作成を依頼してチラシとポスターを作成した。小学校６年生が初めて当日参加し

てくれたのもその成果ではないだろうか。 
・ルールの確認、ゲームを進める上での担当、片付けなどを各チームに任せたので、子ども

たちが自分のできることを積極的に行っている姿が多く見られた。また、どのチームも年代

に関係なく作戦を立てたり応援しあったりとコミュニケーションを盛んに取っていた。 

資料１－４ 



    

実施事業に

対する自己

評価 

・申し込みなしで誰でも参加できるやり方で２回事業を実施したのはとてもよかった。特に

２回目は多世代の交流が自然にできていた。 
・１回目は雨天により城山公民館で室内用のモルックを用いて実施したが、ゲームは大変盛

り上がり、その後の振り返りはとても落ち着いた雰囲気でお互いの話をよく聞きあうことが

できた。 
・２回目は法政大学の学生以外にも県立相模原城山高校の生徒会の生徒たちが参加してくれ

て、たいへん意欲的に準備から活躍してくれた。特に、子どもたちは年齢が近い高校生や大

学生ととても仲良く楽しそうにしていて、若い世代が多く活気にあふれていた。 
・過去２回の事業では委員など大人の人数が多いため子どもに任せることができなかったが、

今年度の２回目では見守って任せることができていた。 

次年度以降

の展望等 

幅広い世代が一緒になって遊ぶことができるモルックの特長を活かし、子どもも含めた多世 
代交流が大変活発に行われてきた。事業継続に向け、今後は城山体育振興協議会と連携・共 
催の形をとりつつ、同会への運営移行を目指す。また。小学校との新たな連携を模索してい 
く。 



活 動 写 真 

 
○モルック体験会（城山公民館） 

5 月 17 日実施 
   

    
   

    
 

    
 

    

 
 



○あつまれ～ しろやまっこ！モルック大会（川尻小学校グラウンド） 

11 月 15 日実施 
   

    
   

    
 

    
 

    

 

 

 

 

 



    

 

    



令和７年度 地域活性化事業交付金 活動報告 
 

事業名：みんなの津久井湖夏祭り      
団体名：みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加人員 

実施事業の

実績 

2 月 7日 3 役会 4 

3 月 7日 第１回実行委員会（役員選出、実行委員の役割分担) 20 

4 月 4日 第 2 回実行委員会（各実行班の役割と各班の計画書作成） 23 

5 月 9日 第 3 回実行委員会（各実行班の役割分担と活動計画の検討) 20 

６月 6日 第 4 回実行委員会（共催・後援団体への依頼、協賛金のお願い） 16 

7 月 4日 第 5 回実行委員会（各実行班による活動計画の推進状況） 22 

７月 25 日 第６回実行委員会（各実行班による活動計画の推進状況） 25 

７月 25 日 出展者・ボランティア説明会 43 

８月 8日 第７回実行委員会（各実行班の当日の準備状況） 24 

８月 10 日 第 8 回実行委員会（最終確認) 23 

8 月 11 日 みんなの津久井湖夏祭利(イベント) 8,500 

8 月 12 日 みんなの津久井湖夏祭り（みんなでゴミ拾い） 50 

9 月 26 日 第 8 回実行委員会(反省会) 18 

事業実施に

より得られ

た効果 

① 「みんなの津久井湖夏祭り」は徐々に知名度が向上し来場者数も増えてきた。 
② 今年度は実行委員に法政大学と桜美林大学の学生が実行委員会に加わり、事業参加型から

事業参画型になり、学生ボランティアも両行合わせて 95 名までに増大し、また企業から

も地域社会への貢献としてボランテア参加があり、イベントの運営に大きな力となった。 
③ 今年度も「イベントの安全と交通渋滞回避」を目標にかかげ、警備員を要所の危険個所へ、

そしてボランティアの方々には交通誘導や園内警備をお願いした。また、駐車場を増やし

川尻小学校から相模原城山高校前までの定期シャトルバスを倍増運行したことにより無

事故・無渋滞を実現できた。 
④ イベントを持続可能なものとするために広く事業者や個人の協賛をつのり、協力いただい

たことにより計画通り花火や多くのスカイランタンを打ち上げることが出来た。また、今

年度は水の苑地の下中央の円形の芝生のところにやぐらを組み、自治会の協力をいただき

盆踊り大会を開催し、多くの住民に参加していただき盛大に開催することが出来た。  

一方大手自動車メーカーの協力により、出店エリア全体の照明を EV 車から給電するなど

新しい試みにもチャレンジした。 

実施事業に

対する自己

評価 

最重要目標であるのイベントにおける安全の確保と渋滞の回避」については駐車場を拡大し

た事により特にクレームもなく無事故・無渋滞を達成できた。また、学生ボランティアスタ

ッフの充実により「スカイランタン」や「ビンゴゲーム」を学生ボランティアに担当してい

ただき運営が楽になった。今年も津久井湖の歴史の紹介として「津久井物語」を新企画によ

り紹介、また新しい取り組みとした「みんなで盆踊り」を導入し多くの参加者有盛大に開催

することが出来た。本イベントが着実に知名度が上がり期待されていると感じている。 

資料１－５ 



    

次年度以降

の展望等 

「みんなの津久井湖夏祭り」にもあるように本イベントが沢山の人の手で計画・実施される

幅広い年齢層による手づくりの地域に根差した市民参加型のイベントとして成長してきてい

る。今年度は 9５名のボランティアの学生と 30 名地域ボランティアの協力があった。来年

度は地域住民・企業・大学生に加え、高校生や中学生を巻き込んだイベントとなるよう進め

て行きたい。内容的には城山地区の歴史・文化そして豊かな自然を紹介し、「みんなで盆踊り」

では、昨年度の参加者が 250 人程度であったが、将来的には 500 人規模の参加者となるよう

自治会の協力をいただき推進していきたい。他イベントと差別化することにより特徴のある

イベントとして成長し、遠距離からの来場者も行ってみたいと思うような内容にチャレンジ

して行きたい。 















































 

 

第９期 城山地区まちづくり会議 役員の選出について 

 

全体会役員の選出について 

代表  

副代表  

副代表  

 

 

 

 〇城山地区まちづくり会議会則（抜粋） 

 

（役員） 

第６条 まちづくり会議に代表１名、副代表２名の役員を置くほか、専門部会を設置した

ときは、専門部会長１名、副部会長１名の役員を置くことができる。 

（役員の選出） 

第８条 代表、副代表は、全体会において委員の互選により定める。 

（全体会） 

第１１条 全体会は、代表が認めたとき、又は委員の過半数からの開催の請求があったと

き、代表が招集する。 

５ 全体会は、委員をもって構成し、次の事項を処理する。 

（２）代表及び副代表の選出に関すること 

資料２ 
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相模原市地域活性化事業交付金制度の概要 

 

１ 趣 旨 

地域活性化事業交付金とは、幅広い層の市民の参加及び協働による地域の活性化

を目指し、市民が自主的な課題解決に取り組む事業に対して交付するものです。 

 

２ 対象事業 

この交付金は、城山地区の活性化に資すると認められる次の事業に対して交付し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 優先的な交付対象事業 

城山地区において課題となっている事項の解決に資すると認められる事業で、次

のような視点を持つ事業については、優先的な交付対象事業として取り扱います。 

 

① 地域の防災･防犯に関する事業 

② 地域の保健･健康づくりの増進に関する事業 

③ 地域福祉の増進に関する事業 

④ 産業や観光の振興に関する事業 

⑤ 環境の保護･保全に関する事業 

⑥ 青少年の健全育成に関する事業 

⑦ 地域の文化･伝統の振興に関する事業 

⑧ 生涯学習に関する事業 

⑨ 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業 

⑩ 区が推進する重点事業 

⑪ その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業 

○ 自治会への加入促進 

○ 地域における公共的な活動の担い手育成 

○ 公共的な活動への参加者増加 

○ 地域の公共的な活動団体間の連携強化 

○ まちづくり会議が提示した地域課題の解決 

資料３－１ 
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（注）次の事業は交付対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 申請者の要件 

交付金の申請者は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う５人以上の構

成員で組織される団体とします。 

 

５ 事業の実施期間 

事業の実施期間は、当該年度の４月１日から翌３月末までです。 

同一の事業に継続して交付する場合については、３年を限度とします。 

ただし、区長が適当と認める場合は、５年を限度とします。 

また、「地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業」は、情報更新が必要

であると区長が認めるものについては交付年限はありません。 

 

６ 交付対象経費 

交付金の交付対象経費は次のとおりです。 

○ 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業 

○ 交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象とな

る事業 

○ 政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業 

○ 調査、研究を主たる目的とする事業（地域の活性化に資する事業に繋がる計画

があるものを除く） 

○ 第三者への事業促進を求める事業 

○ 上記に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業 

① 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等 

② 事業を行う上で必要な食糧費（交付対象者の構成員に対するものを除く)、備品

購入費、施設使用料、備品借上料等 

③ 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 

④ 事業を行う上で必要な委託費等 

⑤ イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等 

⑥ 講演会等の講師に対する報償費 

⑦ 研修会の旅費等、研修に要する経費（交付対象者の構成員個人の資質向上に対

するものを除く) 

⑧ その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの 
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７ 交付率 

交付金の交付率は、３年目までは対象経費の１０分の１０以内とし、４年目は４

分の３以内、５年目は２分の１以内とします。ただし、備品（物品等で１件１万円

を超えるの財産）にかかる経費の交付率は３年目までは３分の２以内とし、４年目

は２分の１以内、５年目は３分の１以内とします。 

 

８ 審査 

申請事業の審査は、城山まちづくりセンターが審査基準に基づき行います。 

審査にあたっては、まちづくり会議の意見を伺います。 

【審査基準】 

 項 目 内 容 

１ 事業目的や内容の公共性 ・地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か 

２ 事業内容の妥当性 
・事業内容が現実性のあるものか 
・事業計画のスキームが適切か 
・事業収支が事業を遂行する上で適正か 

３ 団体の事業実施能力 ・事業を実施する能力や主体性があるか 

 同一の事業で２年目以降となるものは上記のほか次の項目も加え、審査します。 

４ 事業の継続性や発展性 
・事業の継続性や発展性があるか 
・これまでの取組みの成果が生かされているか 

５ 他の団体への影響 
・他の団体へ活動を促すなど、良い波及効果を 

与えるような事業か 

 

９ 交付決定 

審査結果に基づき、予算の範囲内で交付対象事業及び交付額を決定します。 

 

10 実績報告 

  事業終了後に、実績報告書を提出していただきます。 

  また、実施事業の実績については、市の公式ホームページに掲載します。 
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公共性
事業目的や

内容の公共性

・解決すべき地域課題（事業目的）は明確だったか。
・設定した事業目的は、地域のニーズにマッチしていたか。
・第２条第２項（優先的な対象事業）の視点を取り入れた事業であったか。

妥当性
事業内容や

支出の妥当性
・地域課題解決（事業目的達成）のための事業内容は妥当であったか。
・支出は明瞭かつ妥当であったか。

継続性・自立性
団体の自立性や

事業の継続性、発展性

・事業を継続・発展させていくのに必要な人材を有しているか。
・事業が主体的に実施されたか。
・事業の継続に向けた自己資金の確保や事業資金調達など、自立に向けた取組が実施されたか。

波及性・発展性
事業の発展や

他の団体へ与える
良い影響

・他団体の活動を促すなど、良い波及効果を与えるような事業となったか。
・地域課題の解決に向けた新たな手法や新たな担い手を生み出すなど、事業の発展が見込まれる
か。

目標設定 目標達成度 ・設定した目標（地域課題の解決）を達成することができたか。

区独自の視点 事業の地域性や独自性
・区別計画に掲げる目的に沿った内容であったか。
・地域特性や地域資源を生かした事業であったか。
・事業目標達成のために、独自の工夫が見られたか。

項目 内容 評価の視点

 

 

 

11 評価の実施 

  事業終了後に、次年度の交付決定の参考とするため評価を行います。 

 

【評価基準】 



 

   相模原市地域活性化事業交付金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、幅広い層の市民の参加及び協働による地域の活性化を目指し、

市民が自主的な課題解決に取り組む事業に対して交付する地域活性化事業交付金

(以下「交付金」という。)の交付について、相模原市補助金等に係る予算の執行

に関する規則(昭和４５年相模原市規則第２３号。以下「規則」という。)に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(対象事業) 

第２条 交付金は、別表第１に掲げる事業で、かつ、相模原市まちづくり区域に関

する規則(平成２２年相模原市規則第１２号)に定める区域(以下「地区」という。)

を単位に実施される各地区の活性化に資すると認められる事業に対して交付する。 

２ 前項に規定する事業のうち、次に掲げる視点を持つものについては、優先的な

対象事業として取り扱う。 

（１）自治会への加入促進 

（２）地域における公共的な活動の担い手育成 

（３）公共的な活動への参加者増加 

（４）地域の公共的な活動団体間の連携強化 

（５）まちづくり会議が提示した地域課題の解決 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象としない。 

（１）政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業 

（２）交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象と

なる事業 

（３）政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業 

（４）調査、研究を主たる目的とする事業。ただし、地域の活性化に資する事業に

繋がる計画があるものを除く。 

（５）第三者への事業促進を求める事業 

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業 

(対象団体) 

第３条 交付金の交付を受けることができるものは、交付金の趣旨に合致する事業

を行う５人以上の構成員で組織される団体とする。ただし、区長が必要と認める

場合には、この限りでない。 

資料３－２ 



 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、交付金の交付を受けることがで

きない。 

（１）相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号。以下「条例」と

いう。)第２条第２号に規定する暴力団 

（２）法人のうち、代表者又は役員のうちに条例第２条第３号に規定する暴力団員

(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの 

（３）法人格を持たない団体のうち、代表者が暴力団員に該当するもの 

３ 区長は、必要に応じ、申請者又は第８条の規定により補助金の交付の決定を受

けたものが前項各号のいずれかに該当するか否かについて、神奈川県警察本部に

対して確認を行うことができる。この場合において、市民等からの通報及び公に

されている個人情報を除き、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部に提

供するときは、本人の同意を得なければならない。 

(対象経費) 

第４条 交付金の対象となる経費は、別表第２に掲げる経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、交付対象としない。 

（１）用地取得費 

（２）前号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める経費 

(交付年限) 

第５条 同一の事業に継続して交付する場合は、３年を限度とする。ただし、区長

が適当と認める場合は、５年を限度とする。 

２ 前項に定めるもののほか、別表第１中「９ 地域及び地域活動の情報発信及び

広報に関する事業」に対する交付金の交付に係る年限の取扱いは、次のとおりと

する。 

（１）前項本文の規定による交付金の交付後に、当該事業に係る情報の更新が必要

であると区長が認めるものに対して交付金を交付しようとする場合は、直近にお

いて交付金を交付した年度の翌年度から起算して３年度を経過していなければな

らない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。 

（２）前号の規定により交付金を交付する場合は、申請のあった年度に限る。 

(交付金額等) 

第６条 交付金の交付及びその金額は、交付対象となる事業毎に、予算の範囲内で

これを決定し交付する。 



 

２ 前条第１項に規定する交付金の交付率は、最初に交付金を交付した年度を含む

３年までは交付対象経費の１０分の１０以内、４年目は４分の３以内、５年目は

２分の１以内とする。 

３ 前条第２項に規定する交付金の交付率は、交付年限にかかわらず交付対象経費

の１０分の１０以内とする。 

４ 事業の遂行上必要な物品その他の財産（以下、「備品等」という。）であって金

額が１万円を超えるものの交付率については、最初に交付金を交付した年度を含

む３年までは３分の２以内とし、４年目は２分の１以内、５年目は３分の１とす

る。 

５ 前３項の規定により算出した交付金の額に千円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てるものとする。 

(交付申請) 

第７条 交付金の交付を受けようとする者は、地域活性化事業交付金交付申請書(第

１号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

（１）地域活性化事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）団体概要調書 

（４）補助金等概要調書 

（５）団体構成員名簿 

(決定及び通知) 

第８条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる地区のまちづくり

会議の意見を聴くものとする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等があ

ると区長が認める場合は、この限りでない。 

２ 区長は、前項の規定によるまちづくり会議の意見を踏まえ、別に定める基準に

基づき審査を行い、交付金の交付の決定をしたときは、地域活性化事業交付金交

付決定通知書(第２号様式)により、不交付の決定をしたときは、地域活性化事業

交付金不交付決定通知書(第３号様式)により、申請者に通知するものとする。 

(計画変更) 

第９条 交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、交付対象事業の計

画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、遅滞なく地域活性化事業交付金変



 

更承認申請書(第４号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を区長に提出

しなければならない。 

２ 区長は、前項の計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、変

更を承認するときは、地域活性化事業交付金変更承認決定通知書(第５号様式)に

より、承認しないときは、その旨を交付対象者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第１０条 交付対象者は、事業の終了後速やかに地域活性化事業交付金実績報告書

(第６号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書 

（２）補助事業等実績調書 

（３）対象経費に係る領収書等の写し 

（４）写真その他事業の実施について確認できる書類 

(交付額の確定) 

第１１条 区長は、前条の地域活性化事業交付金実績報告書の提出があった場合は、

その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに交付金の額を決定するものと

する。 

(交付金の交付) 

第１２条 交付金は、前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払

うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、概算払をするこ

とができる。 

２ 交付対象者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、地域

活性化事業交付金交付請求書(概算払用)(第７号様式)又は地域活性化事業交付金

交付請求書(第７号の２様式)を区長に提出しなければならない。 

３ 交付対象者が第１項の概算払により、交付金の交付を受けた場合には、事業完

了後に、地域活性化事業交付金精算書(第８号様式)を提出しなければならない。 

(財産の管理及び処分) 

第１３条 交付対象者は、当該交付事業が完了した後も、交付事業により取得した

備品等(以下「財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。 

２ 規則第２８条第２号に規定する市長が指定するものは、取得金額が１０万円以

上の財産とする。 



 

３ 規則第２８条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)に定められている期間とする。 

４ 区長は、交付対象者が規則第２８条に違反したときは、交付対象者に対して、

当該違反に係る財産の返還を求めることができる。 

(事業報告) 

第１４条 交付対象者は、事業の成果等を広く市民に周知するため、区長から求め

があったときは、区長が開催する報告会において、事業成果の報告を行うものと

する。 

(事業評価) 

第１５条 区長は、事業の終了後、別に定める基準に基づき評価を行うものとする。 

(要綱の見直し) 

第１６条 この要綱は、社会情勢、市の財政状況及び事業の実施状況等を鑑み、３

年ごとに見直すものとする。 

(委任) 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 (令和７年度及び令和８年度における交付年限及び交付金額等に係る特例) 

２ 令和７年度において区長が特に認めた事業に対する第５条の適用については同

条中「３年」とあるのは、「５年」とする。 

３ 前項において読み替えられた第５条の規定による４年目及び５年目の交付金の

交付率に係る第６条第２項の適用については、４年目の交付金の交付率にあって

は同項中「１０分の１０」とあるのは「４分の３」と、５年目の交付金の交付率

にあっては同項中「１０分の１０」とあるのは「２分の１」とする。 

  附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 



 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３１年度分の交付金の精算か

ら適用する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この要綱の施行の日から令和４年３月３１日までの間においては、改正前の第

５条第２項及び第６条第３項に規定する交付金の交付年限の特例に係る規定は、

なお効力を有する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前のそれぞれの規定により作成

されている様式は、なお当面の間、使用することができる。 

  附 則 

１ この要綱は、令和８年２月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第１項ただし書きの規定は、令和７年度以降に３年に達する事

業について適用し、令和６年度までに３年に達した事業については、なお従前の

例による。 

  



 

別表第１(第２条関係) 

交付対象事業 

１ 地域の防災･防犯に関する事業 

２ 地域の保健･健康づくりの増進に関する事業 

３ 地域福祉の増進に関する事業 

４ 産業や観光の振興に関する事業 

５ 環境の保護･保全に関する事業 

６ 青少年の健全育成に関する事業 

７ 地域の文化･伝統の振興に関する事業 

８ 生涯学習に関する事業 

９ 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業 

１０ 区が推進する重点事業 

１１ その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業 

 

別表第２(第４条関係) 

交付対象経費 

１ 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等 

２ 事業を行う上で必要な食糧費(交付対象者の構成員に対するものを除

く。)、備品購入費、施設使用料、備品借上料等 

３ 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 

４ 事業を行う上で必要な委託費等 

５ イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等 

６ 講演会等の講師に対する報償費 

７ 研修会の旅費等、研修に要する経費(交付対象者の構成員個人の資質向上

に対するものを除く。) 

８ その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの 

 

 

 

 

 



地域活性化事業交付金申請事業に対する意見のとりまとめ方 

 

１ 意見を伺う事業について 

  今回意見を伺う事業については、予め城山まちづくりセンターにおいて、「相模原市補助

金等に係る予算の執行に関する規則」及び「相模原市地域活性化事業交付金交付要綱」に

基づき申請書及び添付書類を点検し、同規則及び同要綱に適合した事業であることを確認

しております。 

委員の皆さんからは、概ね次のような視点から事業に対する意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 意見のとりまとめの流れについて 

 

（１）時間配分 

１事業あたりの時間配分は、継続事業 1５分（説明５分・質疑応答５分、意見のとり

まとめ 5 分）程度、新規事業 2５分（説明１０分・質疑応答１０分、意見のとりまとめ

5 分）程度を目安としてください。 

 

（２）意見のとりまとめ方 

 

① 事業ごとに申請者から事業の説明を受け、質疑応答を行います。質疑応答が終了した

後、事業説明をした発表者は退室していただきますので、質問漏れ等がないようご留意

ください。 

 

② 発表者の方が退室した後、委員の皆さんから事業に対する意見をお伺いします。 

 

③ 委員の皆さんから出された意見を、まちづくり会議の意見としてまとめ上げていただ

きます。例としては次のようなものが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

３ とりまとめていただいた意見について 

まちづくり会議での意見を踏まえ、城山まちづくりセンターにおいて、地域活性化事業

交付金審査基準（裏面参照）に基づき審査を行い、交付金の交付（不交付）決定を行いま

す。 

また、まちづくり会議での意見は申請者の方にお伝えする他、市の公式ホームページ（城

山地区まちづくり会議「会議結果報告」）に掲載します。 

 

 

 

 

・地域の活性化に寄与する事業か 

・地域課題の解決に取り組む事業か 

・事業内容が地域の特性を生かした事業か 

・地域で類似する事業が実施されていないか 

・事業に協力することができるか 

・事業をより良くするために工夫できることがあるか ……など 

・関係団体（自治会など）との連携を図りながら事業を進めてください 

・多くの方が参加できるよう、ＰＲに力を入れて事業を進めてください 

・事業の結果についても広く周知を図ってください 

・次年度以降は自主財源で実施していけるようなプランを検討してください …など 
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（地域活性化事業交付金交付要綱第８条第２項関係）

地域活性化事業交付金審査基準（1年目）

1 事業目的や内容の公共性 ・地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か。

2 事業内容の妥当性
・事業内容が現実性のあるものか。
・事業計画のスキームが適切か。
・事業収支が事業を遂行する上で適正か。

3 団体の事業実施能力 ・事業を実施する能力や主体性があるか。

地域活性化事業交付金審査基準（２年目・３年目）

1 事業目的や内容の公共性 ・地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か。

2 事業内容の妥当性
・事業内容が現実性のあるものか。
・事業計画のスキームが適切か。
・事業収支が事業を遂行する上で適正か。

3 団体の事業実施能力 ・事業を実施する能力や主体性があるか。

4 事業の継続性や発展性
・事業の継続性や発展性があるか。
・これまでの取組みの成果が生かされているか。

5 他の団体への影響 ・他の団体へ活動を促すなど、良い波及効果を与えるような事業か。

№ 内容 審査の視点

№ 内容 審査の視点

 

 

 

 

以降 



 

意見のとりまとめ例 

 

①段階的に自立、発展、充実が図られるような事業形成を

めざしてください。 

②４年目以降も事業が継続できるように自主財源の確保が

できる事業計画にしてください。 

③城山地区の多くの住民が参加できるよう城山地区内への

広報・PR を強化してください。 

④メディアやＳＮＳ等を活用し、城山地区のＰＲ・情報発

信に取り組んでください。 

⑤実施にあたっては、関係機関と十分調整・連絡を図って

ください。 

⑥安全面には十分配慮して実施してください。 

⑦開催時間等、より多くの人が参加しやすい環境を検討し

てください。 
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（単位：円）

№ 事業名 団体名 代表者 新規・継続の別 総事業費 申請額

１ デジタル（ＬＩＮＥ）回覧板推進事業
自治会法人　若葉台自治会
デジタル(LINE)回覧板推進委員会

委員長　勝山　国敏 新規 67,000 67,000

２ SHIROYAMA　NATURE　PROJECT SHIROYAMA　NATURE　PROJECT 代表　熊谷　達男 継続2年目 356,000 296,000

３ しろやま土曜寺子屋活動 しろやま土曜寺子屋実行委員会 代表　髙野　良彦 継続3年目 320,000 320,000

４ みんなの津久井湖夏祭り みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 実行委員長　宮嵜　太樹 継続4年目 3,925,790 337,000

4,668,790 1,020,000

令和８年度　地域活性化事業交付金　申請事業一覧表　【城山地区】

資
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事　業　名

申　請　者

総 事 業 費 交付金申請額

事業実施の背景
や地域の現状と

課題

事業の目的

事業内容及び
事業スケジュー

ル

次年度以降の
事業計画及び

事業展望

交 付 金 の
対 象 事 業

重 点 項 目

費　目 説　明 費　目 金　額

市交付金 通信費 60,000円

印刷製本費 7,000円

合　計 合　計 67,000

令和８年度　地域活性化事業交付金　申請事業概要シート

令和8年度の検証結果等により令和9年度以降の実施内容を検討する。
2～3年は紙回覧とLINE配信を並行し、継続可能と判断した場合は、紙の回覧を月2回→1回
とし、最終的に紙の回覧を廃止を予定しています。

自治会員への迅速な情報発信、本部役員および班長の負担軽減、紙資源の削減を推進し、
地域のイベント情報等を今までより早く正確に発信していきます。

デジタル（ＬＩＮＥ）回覧板推進事業

67,000

新規

自治会法人　若葉台自治会
デジタル(LINE)回覧板推進委員会

67,000

支　出　の　部

LIN公式アカウント
5,000円/月×12か月

67,000

チラシ作成
（２回実施）

説　明金　額

収　入　の　部

公式LINEアカウントによる回覧版のデジタル化を推進します。
 1)通信費　月5,000円×12か月=60,000円(LINE運営費/ライトプラン＝月5,000通)

2)委託費　公式LINE周知のためのチラシ作成（2回）

 R8年4月:公式LINEアカウント管理画面構築、ホームページ構築
 R8年5月:本部役員のみで仮運用/課題点整理、対処

        「広報わかばだい」またはチラシにて周知
R8年7月～:住民へ展開(QRコードでアカウント展開)/実運用開始(月3回配信を予定)
          定期的に住民より意見を集約し、リバイス実施
           ※「公民館報しろやま」「城山情報」また、通常の回覧版以外にも、
              緑区内のイベント情報や、クマ出没情報、窃盗事件など、
              住民に可及的速やかに周知すべき内容も盛り込み、安心安全な
              地域を目指す

 R8年11月:住民へのアンケート等により中間検証
 R9年3月:次年度の事業継続について検討

委員長　勝山　国敏

67,000

若葉台地区の情報発信手段は、回覧板が主となっているが、日中不在の方も増えており、
情報が周知されるまでに、状況により2～3週間かかることもあり、イベント等の旬な情報
を地域住民へすぐに提供できていないことが課題となっている。また、紙面の回覧版は、
班長等に負担がかかるため班長免除が急増しており、若葉台住民の高齢化も伴い、自治会
活動の維持がさらに厳しいと感じている。

地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業（要綱第２条第１項別表第１－
９該当）
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事　業　名

申　請　者

総 事 業 費 交付金申請額

事業実施の背景
や地域の現状と

課題

事業の目的

事業内容及び
事業スケジュー

ル

次年度以降の
事業計画及び

事業展望

交 付 金 の
対 象 事 業

重 点 項 目

費　目 説　明 費　目 金　額

市交付金 消耗品費 170,000円

参加費
ワークショップ参加費
1,000円×10人×６回 講師謝礼費 150,000円

印刷製本費 36,000円

合　計 合　計 356,000

城山地区には、原発事故で被災した東北３県（福島、宮城、岩手）の方々にリフレッシュの
場を提供するための安価な宿泊施設「GAYAGAYA」がある（運営を維持するため、一般の宿泊
客も受け入れている。）。
「GAYAGAYA」が宿泊事業や地域交流を行っていく中で、「城山地区は、自然資源が豊かで、
また都会からのアクセスも良いと知った。また、登山客数世界第１位を誇る『高尾山』も近
く、観光地域としては極めて優秀な場所であるが、知名度がそれほど高くないように思われ
る。もっと城山の魅力を発信していきたい。」との思いが強くなった。
その思いを知った地域住民や「GAYAGAYA」経営者等により、SHIROYAMA NATURE PROJECTを設
立し、城山の自然体験事業や観光パンフレット等により魅力の発信をしていくこととした。

SHIROYAMA NATURE PROJECTでは、都会からのアクセスも良く自然が豊かで、神奈川県の代表
的な観光地である箱根や小田原等にも劣らない城山を地区の内外にアピールしたい。
また、団体の活動により地元に恩返しをし、観光地としてはまだまだ知られていない城山地
区への観光客の誘致に貢献していきたい。

令和８年度　地域活性化事業交付金　申請事業概要シート

SHIROYAMA　NATURE　PROJECT 継続2年目

SHIROYAMA　NATURE　PROJECT 代表　熊谷　達男

356,000 296,000

植物の苗、土

・他団体との合同ワークショップの実施
・パンフレットの配架場所の増加
・SNS等を活用したPR

産業や観光の振興に関する事業（要綱第２条第１項別表第１－４該当）

城山地区来訪者の集いの場所として、地区内にある宿泊施設「GAYAGAYA」の庭を活用し、種
や苗植えや育成、収穫、収穫物を使った雑貨作り等の自然体験ワークショップを行う。
ワークショップを通じて、地域の方には城山の魅力の再発見、地域外の方には城山の魅力の
発見をしていただく。
昨年度制作した城山地区の観光スポット等を紹介するパンフレットの改訂及び増刷を行い、
イベントや飲食店等で配架する。

 ６月：自然体験ワークショップ、パンフレット掲載内容の検討
 ７月：自然体験ワークショップ、パンフレットの増刷
 ８月：夏祭り等のイベントでのパンフレットの配布
 ９月：自然体験ワークショップ

１０月：自然体験ワークショップ
１１月：自然体験ワークショップ
１２月：自然体験ワークショップ
２月：次年度の実施内容の検討

356,000

60,000 講師謝礼費

パンフレット増刷
（1,000部）

収　入　の　部 支　出　の　部

金　額 説　明

296,000
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事　業　名

申　請　者

総 事 業 費 交付金申請額

事業実施の背景
や地域の現状と

課題

事業の目的

事業内容及び
事業スケジュー

ル

次年度以降の
事業計画及び

事業展望

交 付 金 の
対 象 事 業

重 点 項 目

令和８年度　地域活性化事業交付金　申請事業概要シート

しろやま土曜寺子屋活動 継続3年目

しろやま土曜寺子屋実行委員会 代表　髙野　良彦

320,000 320,000

子どもたちは、学校での学習等を通して、もっと広く深く学習してみたいと思ったり、逆に
苦手意識を持つようになったりしていると思われる。
そこで、そういう子どもたちに対して地域の大人ができる支援に取り組みたい。また、地縁
的なつながりや共通の価値観が希薄化している現状の中で、地域のコミュニティづくりの必
要性が求められるので、地域の絆づくりの一端を担いたいと考える。

「地域の子どもは地域で育てる」という考えのもとに、地域の子どもたちが進んで学習しよ
うとする場と機会を提供し、地域の大人が子どもたちに寄り添いながら学習を支援するとい
う具体的な活動を通して、子どもたちと子どもたちに寄り添う大人とのコミュニケーション
づくりをする。
また、子どもたちに寄り添う大人同士のコミュニケーションづくりなど希薄になっている地
域の絆づくり、人と人との関係性、すなわち地域のコミュニティづくりを促進することを事
業の目的とする。
このことは、今後も変わらず本事業の目的とし、更にこの活動を広め、深めていきたいと考
える。

城山地区内の公民館を会場にして、毎週土曜日の午前中２時間程度、地域の大人（城山に在
住又は通勤、通学している高校生以上の人）が子どもたちに寄り添って学習を支援してい
く。
子どもたちは、自分で学習したい教科書や参考書、問題集などを自分で考えて自宅から自由
に持参し、自分で学習を進めていく。そのなかで、分からないことや教えてもらいたいとき
に大人がそれぞれの子どもに寄り添って対応していく。基本的に子どもたちの自主的な判断
と取り組みに委ねていくことを基本とするが、他の人に迷惑をかけないことなどの最低限の
エチケットは守らせることを徹底していく。
また、子どもたちが継続して寺子屋に参加できるように、子どもたちの頑張りを目に見える
形で評価する手立てを具体に実践しながら取り組む。そして参加する子どもたちを今後はさ
らに増やしていくように努めたい。

４月・５月：城山地区内の各小学校を訪問し、寺子屋活動の周知、説明、及び児童、保護者
あて案内を配付依頼する。
６月～：毎週土曜、公民館を会場に寺子屋活動を実施する。
令和９年３月：年度末に次年度に向けてボランティア活動の振り返りを実施し、次年度への
取り組みを改善していく。

１年間の準備期間を経て、令和６年の６月の第１土曜から寺子屋活動が実際にスタートし、
以降着実にかつ順調にすすめることができている。
ボランティアは、１１人が参加を申し出てくれて、参加する子どもたち一人一人に対応して
取り組めるようになっており、人的環境は十分整っている。今後もさらに寺子屋活動に参加
する子どもたちを募ることと並行してボランティアも募ってさらにこの取り組みの充実、拡
大するように努めたい。
寺子屋活動の周知については、まずは保護者や子どもたち向けに案内チラシを学校を通して
各家庭へ配付すること、次には寺子屋案内のポスターの掲出であり、城山地区の各自治会や
商店、公的機関などが協力していただき、地区内のいたるところへのポスターを掲出する。
この活動が基本的にはまず第一にボランティア活動で成り立っていること、第二にこのボラ
ンティア活動が子どもたちにとって有意義な活動であること、第三にこの活動が城山地区の
地域の活動の一つとして魅力的なものであること、第四にこの活動が究極的には地域活性化
につながること、こう考えると第五にこの活動は「地域活性化事業」の趣旨に合致している
と考えられる。このことを地域や他の団体等へ発信し、協力連携を図りたいと考える。
ボランティアで事業を行っているため活動資金の確保が課題だが、今後も事業が継続できる
よう他の補助金の活用や経費の削減等を検討していきたい。

青少年の健全育成に関する事業（要綱第２条第１項別表第１－６該当）

地域における公共的な活動の担い手育成 （要綱第２条第２項第２号該当）



費　目 説　明 費　目 金　額

市交付金 報償費 270,000円

消耗品費 40,000円

通信費 10,000円

合　計 合　計 320,000

収　入　の　部 支　出　の　部

金　額 説　明

320,000 図書券

ホワイトボード用マー
カー、A4版用紙

はがき、切手、封筒代
等

320,000
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事　業　名

申　請　者

総 事 業 費 交付金申請額

事業実施の背景
や地域の現状と

課題

事業の目的

事業内容及び
事業スケジュー

ル

次年度以降の
事業計画及び
事業展望

（1）伝統芸能披露(お囃子の演奏等)
（2）キッチンカーやテントでの軽食及びフリーマーケットによる衣類や雑貨等の販売
（3）ステージでのパフォーマンス（更なるバージョンアップした津久井湖物語の実演他）
（4）スカイランタン打ち上げ(130基)と灯ろう流し(50基)
（5）みんなで盆踊り
（6）花火打ち上げ
（7）環境美化活動（ゴミ拾い）翌日実施

4/3　第3回実行委員会（開催要綱、予算、ビンゴ､出店申し込み、共催・後援依頼、ボラン
ティア公募、SNSによる情報発信）
5/8　第4回実行委員会（協賛金依頼、役割担当班報告と全体討議）
6/5　第5回実行委員会（ポスター・チラシ､役割担当班報告と全体討議、出店者・ステージ参
加者公募、花火、許認可申請）
7/3　第6回実行委員会（役割担当班報告と全体討議）
7/24　出展者及びボランティアへの事前説明会
　　　第7回実行委員会（役割担当班報告と全体討議）
8/7　第8回実行委員会(事業の最終確認)
8/11　みんなの津久井湖夏祭り開催(15:00～20:30)
8/12　みんなでゴミ拾い（8：00～9:00）
9/12　反省会

①事業計画･･･まずは最優先の取り組みとして「安全確保と交通渋滞を出さない」を継続す
る。津久井湖水の苑地の一層の魅力発信、参加者の拡大、実行委員会やボランティアへの一層
の若手採用(次世代の地元の活動の担い手づくり)、新しい形で津久井らしい手作り感のあるイ
ベントへの造成。他団体(大学、企業、他のイベント団体)とのコラボを推進する。また、他の
イベントとの差別化を図る。
②事業の拡大･･･第１回の5,000人から順調に増え、昨年度は9,000人近い来場者となった。次
年度以降も新しい企画を入れ市民参加型のイベント(みんなで盆踊り等)に創生して行きたい。
また、夏場のイベントの課題として夏の暑さ対策が有る。令和8年度は暑さ対策を取り8月11日
の開催とする。将来的には暑さを避けた時期への変更も検討して行く。
③他の地域や他団体への広がり･･･城山地区の「水の苑地」でのイベントから津久井地区の
「花の苑地」を巻き込んだイベントへ、そのため昨年度から津久井地区からも実行委員会に参
加していただいている。将来的には「みんなの津久井湖夏祭り」を相模原市を代表するイベン
トへと造成していく。そのためには幅広く地域住民の参加を促し、企業、行政、他の団体そし
て近隣大学との連携を強化し、また、SNSを活用し広く情報発信を進めていく。

令和８年度　地域活性化事業交付金　申請事業概要シート

みんなの津久井湖夏祭り 継続4年目

みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 実行委員長　宮嵜　太樹

3,925,790 337,000

①津久井湖城山公園（水の苑地）は城山地区の中で代表する風向明媚な観光スポットである
が、地区外の方の知名度が低く、津久井湖城山公園（花の苑地）に比べ観光施設が無いこと
や、イベントも少ないことから訪問客が少ない。このことから水の苑地を活用したイベントを
実施することにより、地域の魅力を発信し、知名度の向上を図り、地域の活性化につなげてい
く。
②旧津久井郡は深刻な人口減少と高齢化が進んでいることから、新たな魅力を創出する必要が
ある。
③城山地区では各地域において様々なイベントが開催され、多くの地域においてスタッフの高
齢化が進み、イベントの縮小や廃止がおきている。このことから、若手のリーダーや地域にお
ける公共的な活動の担い手の育成が必要である。

①本イベントを通じて津久井湖（水の苑地）とその周辺の美しい里地里山の魅力と城山地区の
伝統文化を知っていただく。
②神奈川の水がめとなった津久井湖の歴史を紹介し、後世に伝える機会とする。
③このイベントは若者が中心になって、広くボランティアを募り市民参加型のイベントを目的
としている。(実行委員長が20代男性、実行委員会メンバーに女性が多い)。また大学生のボラ
ンティアも昨年は95名と多かった。本イベントを通じて若手スタッフが育ち、地域における公
共的な活動の担い手となって活動していくことを目指す。
④本年度も水の苑地の下の円形の芝生のところにやぐらを組み盆踊り大会を実施する。実施し
ている自治会に盆踊りの指導者を紹介していただき、当日の踊りの指導や踊り手をお願いす
る。子どもからお年寄りまで踊りの輪に入っていただき、今回は昨年度の200人を超える300人
以上の参加者を期待し、今後みんなの津久井湖夏祭りが夏の風物詩となり市民の祭りとなるこ
とを期待している。
⑤出店は一般公募とするが、地元の飲食店に声掛けし優先的に出店していただき、地域の経済
活動の活性化の一助となることを目指す。
⑥本イベントを城山のイベントから緑区全体のイベントとなるよう城山地区以外の出展者、イ
ベント参加者に広げて行く。また城山地区以外の団体にも本イベントに参加していただき、と
もに協力し合いながら地域の活性化を目指す。



交 付 金 の
対 象 事 業

重 点 項 目

費　目 説　明 費　目 金　額

市交付金 地域活性化事業交付金 報償費 270,000

協賛金 協賛金、お祝い金 消耗品費 700,000

雑収入
出店料、ランタン販売、実行
委員会売上（売店、縁日、駐
車場代、物品販売）

手数料 30,000

繰越金 使用料 10,000

食料費 80,000

委託費 2,000,000

印刷製本費 150,000

保険料 40,000

広告費 70,000

備品借上料 250,000

備品購入費 300,000

予備費 25,790

合　計 合　計 3,925,790

産業や観光の振興に関する事業（要綱第２条第１項別表第１－４該当）

3,925,790

地域における公共的な活動の担い手育成 （要綱第２条第２項第２号該当）

収　入　の　部 支　出　の　部

金　額 説　明

6,790

借上料（テント、バルー
ンライト、発電機）、備
品借上

337,000

消防団・近隣住民謝礼、
駐車場借用謝礼、トラッ
ク借用謝礼、人件費、事
務対応協力費、協賛者謝
礼、よさこいRANBU支援
金

1,750,000

ランタン、灯ろう、ガソ
リン、イベント用、T
シャツ、ビンゴ景品、出
店用、救護用品、事務用
品等

1,832,000
煙火消費許可申請書、パ
ウチ手数料、振込手数
料･印紙代等

ミストシャワー、電灯用
ケーブル

タウンニュース掲載

駐車場代他

ボランティアスタッフ弁
当代

会場警備委託、音響委
託、花火、バスレンタ
ル、除草費、ごみ処理、
やぐら設営費

チラシ・ポスター作製
費、紙素材シール

保険料















８学務課第４５８号  

令和８年４月１７日  

 

城山地区まちづくり会議 

会長 林 和博 様 

 

城山地区小・中学校の 

学習環境のあり方検討協議会 

会長 齋藤 侑亮 

 

城山地区小・中学校の学習環境のあり方検討協議会委員の選出に 

ついて(依頼) 

 

陽春の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、本検討協議会につきまして、格別の御理解、御協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

貴会から、本検討協議会に委員８名の選出をいただいているところですが、

役員改選等により、選出委員の入れ替えがあった場合は、今年度の委員８名 

を選出いただきたく、御多忙のところ誠に恐縮でございますが、令和８年５月 

１５日（金）までに、別紙選出書により、事務局あてに御回答くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 なお、委員の任期等につきましては、次のとおりとなっております。 

 

任 期  特段の定めはありません。ただし、現職委員が委員を継続すること

が難しい状況となった場合は、後任の委員を御推薦ください。 

謝礼等  無し 

開催頻度 ２ヶ月に１回程度、平日の夜に約１時間３０分から２時間程度 

開催予定 第１７回検討協議会を６月以降に開催 

 

 

以 上 

 

事務局 相模原市教育委員会  

教育局 教育環境部 学務課 学務班  

担当 成川  

電話 042-769-8282  

FAX  042-758-9036  
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城山まちづくり交流会の開催について(案) 
▷これまでの課題と成果 

城山地区は小・中学校だけでなく、県立相模原城山高校があり法政大学も隣
接している稀有な特色を持っています。一方、4 校ある小学校がついに統廃合
し 3 校となり、自治会の子ども会もなくなるなど、少子化による顕著な変化も
起こっています。 

これまで、城山地区まちづくり会議・子どもたちの主体性を育む地域づくり
部会(子ども部会)では、子どもたちと高齢者が自治会、学校区を越えた世代で
交流する場をつくるため、法政大学ソーシャル・イノベーションセンターの学
生団体「しろやまふれんず」「若葉台プロジェクト」、そして城山高校生徒会な
どの学生・生徒にも運営側に参画してもらいながら、年に２,3 回のモルック大
会を 2 年間開催してきました。 
 この運営そのものに学生・生徒が主体的に関り、また継続参加の小学生たち
がゲームの進行をリードするなど、場面場面において“子どもたちの主体性を育
む”ことを感じられることが出来ました。 
 
▷これから目指すこと 
 昨年度末、城山地区まちづくり会議では“居場所づくり”という大きな目標を
持ち、新年度からは会議全体で取り組んでいく流れとなっています。 
 これまで目指してきた地域も世代も超えたごちゃまぜな交流を、今度は居場
所として常設していくために、子ども部会そのものも検討が必要です。 
 そこで、これまでまちづくり委員とともに主体的に運営を担ってきた学生・
生徒たちに、モルック以外でもごちゃまぜな交流の担い手として引き続き参画
してもらうために、交流会を開催します。 
 この交流会ではすでに地域活動を広く展開する大学生のプロジェクトの発表
を聞く機会や、高校生からの意見なども聞きながら個人と個人が繋がり、まち
づくりの輪を広げる機会となればと考えています。 
 

記 
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                記 
 
     ・日時：令和８年５月１６日（土） １３：１５〜受付 
                      １３：３０ 開始 
                      １６：３０ 終了 
     ・場所：城山公民館 大会議室 
     ・内容：①全員でモルック         １３：３０〜１４：４０ 
         ②グループ（チーム）ごとに懇談  １５：００〜 



今後の全体会の進め方について検討資料（たたき台） 
【地域の課題を把握し、必要な取り組みを実施する】                          

 
１.課   題《○○について》 

２.必要な取組 ◆◆が必用 
         ◇◇が必用 

３.検討グループの設置 
《 ◆◆グループ 》        《 ◇◇グループ 》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【例】 これは、役員会で検討している一例です。                                                      

 
１.課   題《「地域の居場所づくり」について》 

  ２.必要な取組 ・居場所となる場所が必用である。 
          ・居場所で実施する事業などを検討する。 

３.検討グループの設置  
《 居場所検討グループ 》        《 事業検討グループ 》 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

４.グループ構成メンバー 
・居場所検討グループ → 地域関係、産業・経済関係、防犯・防災関係 ……… １１人 
・事 業 検 討グループ → 保健・福祉関係、教育関係、有識者 ……………… １２人 
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 ◆◆に係る取り組みを検討 ◇◇に係る取り組みを検討 

まちづくり会議において、 
課題に解決向けた取り組みを検討 

 

検討事項 
・自治会館の活用 
・地域の空き家の活用 
・地域の空き店舗の活用 

検討事項 
・多世代が交流できる事業 
・誰でも気軽に立ち寄れる場の

創出（あえて事業はしない。） 

まちづくり会議 
課題に解決向けた取り組みを検討し、 
地域で活動している団体と連携を図る 


